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うべ産農水産物プロモーション業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、うべ産農水産物プロモーション業務委託の受託候補者を公募型プロポーザル方

式（以下「本プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものとする。 

なお、本プロポーザルは、予算議決前の準備行為として実施するものであり、議会において

予算が減額又は否決されたときは、実施の効力を失う場合がある。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務の名称 

うべ産農水産物プロモーション業務委託 

(2) 業務内容 

別紙「うべ産農水産物プロモーション業務委託仕様書」のとおり 

(3) 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

(4) 提案上限額 

3,700,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は、予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すものである。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 本市における競争入札の参加を制限されていない者であること。 

(3) 法人税、地方税、その他租税公課を滞納していないこと。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に掲げる暴力団 

及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

(5) 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

(6) 会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき更

生又は再生手続をしていないこと。 

 

４ 実施スケジュール 

項 目 日 程 備 考 

プロポーザル公募開始 令和８年３月９日(月) 市ウェブサイトに掲載 

質問書の提出期限 令和８年３月１６日(月)１７時必着 電子メールで提出 

参加表明書の提出期限 令和８年３月１９日(木)１７時必着 電子メールで提出 

参加資格審査結果の通知 令和８年３月２５日(水) 電子メールで通知 

企画提案書等の提出期限 令和８年４月１０日(金)１６時必着 持参又は郵送で提出 
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プレゼンテーション審査 令和８年４月１７日(金) 詳細は別途通知 

審査結果の通知 令和８年５月上旬予定 郵送で通知 

契約の締結 令和８年５月中旬予定  

 

５ 公募に対する質問及び回答 

本プロポーザルに質問がある場合は、次のとおり必要書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

  質問書（様式第５号） 

(2) 提出期限 

令和８年３月１６日（月）１７時必着 

(3) 提出方法 

開封確認を付した電子メールにより、「12 担当部署」へ提出すること。 

なお、電子メールの送信後、開封通知が届かない場合は、電話で確認を行うこと。 

 (4) 回答方法 

   質問に対する回答は、随時、市ウェブサイトに掲載する。 

なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

 

６ 参加表明書の提出 

  本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次のとおり必要書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 会社概要等整理表（様式第２号） 

ウ 業務実績書（様式第３号） 

エ 宇部市入札参加資格（物品・製造等）の登録がない者は以下の書類 

① 登記記載事項証明書（法人）（発行から３か月以内のもの。写し可） 

② 賃借対照表・損益計算書（直前期１事業年度分）の写し 

③ 法人税、地方税、その他租税公課について未納がないことの証明書（発行から３か月

以内のもの。写し可） 

(2) 提出期限 

令和８年３月１９日（木）１７時必着 

(3) 提出方法 

開封確認を付した電子メールにより、「12 担当部署」へ提出すること。 

なお、電子メールの送信後、開封通知が届かない場合は、電話で確認を行うこと。 

(4) 参加辞退 

参加表明書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに「12 担当部

署」に電話連絡した上で、参加辞退届（様式第６号）を提出すること。 

なお、この場合、その他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

 

７ 参加資格の審査及びの結果の通知 



    

- 3 - 

 

(1) 参加表明書の受付後、速やかに参加資格を審査し、その結果を令和８年３月２５日（水）

までに、参加表明書を提出した者に電子メールにより通知する。 

(2) 参加資格を満たしていない者には、その理由を付して通知するものとし、この場合、通知

日から３日以内に書面（任意様式）により、その理由の説明を求めることができる。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり必要書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

ア 業務実施体制表（様式第４号） 

イ 企画提案書（任意様式） 

 ① 山口デスティネーションキャンペーン連携イベントの企画提案及び運営支援 

 ② うべ産レンチョウを使用したグルメイベントの企画提案及び運営支援 

 ③ うべ産水産物を使用した子育て世代をターゲットにした新たな取組の企画提案及び

運営 

ウ 業務スケジュール（任意様式） 

エ 見積書（任意様式） 

  ※数量、単位、単価を明示し、積算内容が分かるように記載すること。 

(2) 提出期限 

令和８年４月１０日（金）１６時必着 

(3) 提出方法 

持参又は郵送により、「１２ 担当部署」へ提出すること。 

※持参の場合は、平日の９時から１６時までの間とする。 

※郵送の場合は、送付後、電話で到着の確認を行うこと。 

  (4) 留意事項 

ア 企画提案は、１件とする。 

イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認めるが、部分的な差し替えは認めない。 

ウ 提出期限後に提出した書類の追加又は変更は認めない。ただし、脱漏又は不明確な表示

があった場合等において本市が認めた場合は、この限りでない。 

エ 提出書類は返却しない。 

(5) 提出部数 

正本１部、副本５部 

ただし、見積書（任意様式）は正本１部とする。 

 

９ 審査方法 

受託候補者の選定については、「うべ産農水産物プロモーション業務プロポーザル選定委員

会」を設置し、プレゼンテーション審査により決定する。 

なお、審査結果等に対する異議申立ては、一切受け付けない。 

(1) 審査 

ア 内容 
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提出書類及び提案者によるプレゼンテーションについての審査を実施する。 

なお、企画提案者が１者の場合であっても実施する。 

  イ 日時 

令和８年４月１７日（金） ※詳細は別途通知 

  ウ 所要時間 

    ４０分（準備５分、プレゼンテーション２０分、質疑応答１５分） 

  エ 参加人数の制限 

    参加人数は、責任者を含め３名以内とする。 

  オ 評価基準 

    別表「評価基準」のとおり 

  カ 受託候補者の決定 

    選定委員の平均評価点が６０点以上の提案者の中から、評価点の最も高い提案をした者

を最優秀提案者、次点者を優秀提案者として受託候補者とする。 

 (2) 審査結果の通知 

   令和８年５月上旬に、全ての参加者に審査結果を郵送で通知する。 

   なお、受託候補者とならなかった者は、通知日から７日以内に、その理由の説明を書面（任 

意様式）により求めることができる。 

 (3) 審査結果の公表 

   受託候補者を選定した場合、その結果を市ウェブサイトにて公表する。 

 

１０ 契約の締結 

本市と受託候補者（最優秀提案者を優先とする。）が協議を行い、協議成立後、正式な受託

者として決定し、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定により随意契約を締結す

る。この協議の際、提出された企画提案書の内容を一部変更する場合がある。 

 

１１ その他留意事項 

(1) 本プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用は、全て参加者の負担とする。 

(2) 本市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

(3) 企画提案書等については、受託候補者の選定のために使用するものとし、原則公開しない

が、情報公開請求があった場合、宇部市情報公開条例（平成12年条例第３号）に基づき公開

することがある。 

(4) 電子メール等の通信事故について、本市はいかなる責任も負わない。 

(5) 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

イ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ プレゼンテーション審査に参加しなかった場合 

オ 選定の公平性を害する行為があった場合 

カ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 
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１２ 担当部署 

宇部市 産業経済部 水産振興課、農業振興課 

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号 

電話番号：0836-34-8362（直通；水産振興課） 

メールアドレス：suisan@city.ube.yamaguchi.jp 
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評 価 基 準 
 

審査項目 審査の視点 配点 

業務実績 ・過去に本業務と類似する業務の実績を有しているか。 10 

業務実施体制 ・本業務を確実に実施できる適正な人員体制となっているか。 5 

業務理解度 
・本業務の目的及び内容を十分に理解し、主体的に取り組む内

容で提案されているか。 
10 

提案内容 

・うべ産農水産物の認知度向上と消費拡大、飲食店等での売上

増につながるイベントの企画で、具体的な提案となっている

か。 

20 

・子育て世代をターゲットにした企画・提案が子育て世代の集

客が見込めるなど、実現可能かつ具体的な提案となっている

か。 

20 

・イベントの販促資材等のデザイン性は優れており、見やすく

分かりやすい紙面か。 
20 

・仕様書で示した業務内容のほか、独自の提案がされているか。 10 

見積金額 ・提案内容に対して、妥当な金額となっているか。 5 

合 計 100 

 


